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現行（WSP079-2015）※溶接ヒュームに対する換気量見直し版 改正版 

3.4.4 換気設備 

換気設備は，工事中に発生する空気汚染を自然換気により換気できない場合，強制換気装置により換

気する設備である。 

その強制換気方法としては，一般的に図 3.4.10に示すような方法がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.4.10－換気設備の例 

 

(1) 強制換気量の決定 

シールドトンネル内作業において，空気を汚染する主な原因には，次のようなものがある。 

・溶接作業時に発生する溶接ヒュームによるもの 

・内外面塗装作業時に発生する有機溶剤等の揮発物によるもの 

・作業員の呼気によるもの 

これらの汚染に対する強制換気装置の容量を決定するための換気量計算は，一般的には次式によ

り行う。 

 

1) 溶接ヒュームに対する換気量 

S
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＝  

ここに， 

Q1 ：必要換気量（m3/min） 

a ：ヒューム発生量（mg/min/台）（JIS Z 3940 付属書D(参考)参照） 

n ：溶接機台数（台） 

α ：アークタイム率（一般的には40～60％） 

S ：粉じん目標濃度レベル（mg/m3） 

注）S（粉じん目標濃度レベル）は，厚生労働省「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガ

イドライン」では 2mg／m3と規定している。ただし，測定値が目標濃度を上回る場合は，換気容量

の能力アップ，ヒュームコレクター，防塵マスクの使用等の対策を講じること。 
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2) 有機溶剤に対する換気量 

労働安全衛生法及び同法施行令の規定に基づき，同法を実施するため「有機溶剤中毒予防規則」

が定められている。この 17条では，溶剤の危険度に応じて 3種類に分類し，1分間当りの換気量

を定めている。溶剤形エポキシ樹脂塗料は「第 2 種有機溶剤等」に属し，使用時の 1 分間当りの

換気量を次式により求めるものと規定している。 

Q2＝0.04W 

ここに， 

Q2 ：1分間当りの換気量（m3/min） 

W ：作業時間1時間当りに消費する有機溶剤（g） 

計算例 ① 塗料 ＝エポキシ樹脂塗料 

 ② 塗装能力（ハケ塗り）＝5 m2/hr（エアレスの場合別途考慮） 

 ③ 有機溶剤の種類 ＝第2種有機溶剤等 

 ④ 塗布量 ＝250 g/m2（Dry≒80μ） 

  （エアレス 700 g/m2，Dry≒300μ参考値） 

 ⑤ 塗料中の溶剤量 ＝40 ％ 

Q2＝0.04×（5×250×0.4）＝20（m3/min） 

 

 

 

 

3) 作業員の呼気に対する換気量 

Q3＝q1×n 

ここに， 

Q3 ：必要換気量（m3/min） 

q1 ：3 m3/min/人＊
 

n ：作業員数（人） 

＊ 日本産業衛生学会では安全をみて3m3/min/人以上としている。 

 

(2) 換気設備容量の決定 

換気設備の容量は，算定換気量をもとに現場条件及び施工方法等を考慮して決定する。 

1) 必要換気量 

① 溶接作業時の場合 

Q’＝Ql＋Q3 
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② 塗装作業時の場合 

Q”＝Q2＋Q3 

ここに， 

Ql ：溶接ヒュームに対する換気量（m3/min） 

Q2 ：有機溶剤に対する換気量（m3/min） 

Q3 ：作業員の呼気に対する換気量（m3/min） 

 

2) 鋼管内の平均風速（一般式） 
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ここに， 

Vi ：平均風速（m/s） 

Q ：Q’またはQ”の大きい方（m3/min） 

Di ：管内径（m） 

労働安全衛生規則第 601条第 2項では，「気温が 10℃以下であるときには，換気に際し，労働者

を 1m/s以上の気流にさらしてはならない」と規定（屋内作業場）しているので，ここでも本規定

を準用する。 

Vi≧1m/sの場合は，必要換気量を減ずる対策（例えば，溶接機台数の削減，塗料使用量の削減）

を講じること。また必要換気量を確保出来ない場合は，所定のマスクを着用する等の対策を講じ

ること。 

 

 

 

 

② 塗装作業時の場合 
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2) 鋼管内の平均風速（一般式） 

鋼管内の平均風速は，一般的に溶接や塗装の品質に影響を及ぼさないよう 1m/s未満とする。 
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ここに， 

Vi ：平均風速（m/s） 

Q ：Q’またはQ”の大きい方（m3/min） 

Di ：管内径（m） 

 

鋼管内の平均風速が 1m/s 以上となる場合は，以下の対策を講じることで風速 1m/s 未満の作

業環境を確保する。 

① 溶接作業時：溶接機台数の削減，ヒュームコレクター，防塵マスクの使用等 

② 塗装作業時：塗装能力の低減や塗料使用量の削減等 

 

 

 

 

 


